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   公益社団法人広島県バス協会会長 殿 

    

 

 

                        中 国 運 輸 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通バリア 

解消促進等事業（自動車））に関する運用方針の改正について 

 

 

 

標記について、自動車局旅客課長より別添のとおり通知があったので了知いただくとと

もに、貴団体傘下事業者への周知にご協力いただきますようお願いいたします。 
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標記について、自動車局旅客課長より別添のとおり通知があったので了知いただくとと

もに、貴団体傘下事業者への周知にご協力いただきますようお願いいたします。 
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もに、貴団体傘下事業者への周知にご協力いただきますようお願いいたします。 
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標記について、自動車局旅客課長より別添のとおり通知があったので了知いただくとと

もに、貴団体傘下事業者への周知にご協力いただきますようお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 



中 国 自 一 第 ４ ６ 号 

中 国 自 二 第 ６ ２ 号 

令和４年５月２０日 

 

 

 

   公益社団法人山口県バス協会会長 殿 

    

 

 

                        中 国 運 輸 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通バリア 

解消促進等事業（自動車））に関する運用方針の改正について 

 

 

 

標記について、自動車局旅客課長より別添のとおり通知があったので了知いただくとと

もに、貴団体傘下事業者への周知にご協力いただきますようお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 


